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<前 文>

国際連合では、戦後40年の歩みの中で、人権と基本

的自由をすべての個人に平等に保障し、人種差別t女
性差別などあらゆる差別を撤廃するために、世界人権

宣言及び国際人権規約をはじめ数多くの差別撤廃条約

や子どもの権利条約など成立させてきた。

それは戦争という異常な状況の下で、数多くの惨稲

と犠牲者を出したことへの反省に基づくものであり、

真に平和な国際社会を実現するためには、人間の尊厳

性を確認し、人権を国際的に認め合うことが平和の基

礎として不可欠であるとの認識に基づいている。これ

は人類共通の認識であり、各国はこの認識のもとに行

動しており、人権保障は国際社会の潮流となっている。

本市教育委員会は教育の基本を、憲法及び教育基本

法をはじめとする教育関係諸法令、大阪府教育委員会

の「市町村教育委員会に対する要望事項」に基づき、

人格の完成を目指し、平和的な国家 。社会の形成者と

して心身ともに健康な国民の育成を期して行ってき

た。また、人権教育については、「教育方針」に示し

ているように、部落問題、在日外国人問題、障害者問

題、男女平等問題等を基軸に、差別をしない、差別を

許さないという実践を身につけた児童・生徒の育成に

努めてきた。
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しかし、在日外国人、とりわけ、在日韓国。朝鮮人

においては、誇りと自覚をもてる教育を受ける権利が

正当に生かされているとは言いがたい事実が存在して

いる。           |
在日韓国。朝鮮人問題については、その歴史的経緯や

社会的背景について正しく認識し、国際理解と協調の

姿勢のもとに、解決を図るようにしなければならない。

その歴史を見るとき、日本は古くから渡来文化がも

たらされるなど、日本文化と隣国は深いつながりをも

っている。寝屋川市においても灌漑工事等により低湿

地が耕作可能な土地になるなど秦氏の影響が大きかっ

たことが史実や遺跡によっても明らかである。このよ

うに、日本の歴史で古代から近世に至るまでの一時期

を除き日本と隣国は友好的な関係にあった。しかし、

1910年の韓国併合をはじめとする日本の植民地政策

は、日本と朝鮮 。日本と中国 。日本とアジア諸国との

民族の間に深い溝をもたらすことになった。

とりわけ、在日する韓国 。朝鮮人の多くは、この韓

国併合を境に祖国を離れ日本に渡ることを余儀なくさ

れたり、労働力として強制連行された人々とその子孫

である。日本
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民族の誇りや自

覚を損なうこと

へつながったと

認識する。

このような在

日韓国。朝鮮人

の歴史的・社会

的な現実を理解するとき、本市の教育は、人権尊重の

精神に徹し、民族差別をなくす教育の推進に努めなけ

ればならないことは明らかである。

この問題を解決していくためには、日本人児童 。生

徒に在日韓国 。朝鮮人問題を正しく認識させ、偏見や

差別をなくしお互いの人権を尊重し合えるような社会

の形成者としての資質を養うことが必要である。また、

在日韓国・朝鮮人児童・生徒が自らの自覚と誇りを持

って生きぬこうとする態度を育てることが大切である。

そのため、各学校においては、なお一層、人権尊重

の精神に徹し、在日韓国。朝鮮人問題に対する指導内

容、指導方法について共通理解を深め、すべての児童
。生徒に対する適切な教育を推進することが必要であ

る。また、この問題は、単に学校教育だけでなく、保

護者 。地域住民を含め広く社会全体の理解を得ること

も欠かせないことである。

さらに、近年、中国からの帰国児童 。生徒の学校へ

の編入、ブラジル、ペルーや東南アジアからの渡日に

よるその児童 。生徒などが各学校に編入してきてい

る。この児童 。生徒は、それぞれ国は違っているが、

その背景にはそれぞれの国の歴史や生活を背負ってい

る現実があることを認識しておかなければならない。

このような現実に立って、日本が真に国際社会に生

きるためには、日本人が人権意識に立って、在日外国

人が自らの民族の誇りと自覚をもって生きて行けるよ

うな社会を醸成していくことが課題である。

以上の認識に立ち、本市教育委員会は、人権尊重の

精神に基づく国際理解の育成と資質の向上をめざし、

ここに、在日外国人教育基本指針を定めるものである。

●

<基本指針>

(1)在 日韓国。朝鮮人教育は、人類普遍の原理であ
る人権尊重の精神に徹し、民族的偏見や差別をなく

することを基本にし推進するように努める:

(2)日 本人児童 。生徒が、日本と朝鮮の歴史的関係

や朝鮮の文化・生活を知り、在日韓国。朝鮮人問題

を自らの課題として認識し、解決に向け努力する態

度を育てるとともに、民族の違いを認め合う真の国

際理解を深める資質を培うように努める。

(3)在 日韓国 。朝鮮人児童・生徒が、民族の文化や
歴史を知り、自らの自覚と誇りを持って生きる資質

を育てるように努める。

(4)在 日韓国 。朝鮮人児童 。生徒の進路について

は、在日韓国 。朝鮮人児童・生徒が希望を持つて将

来の進路を自ら選択し得るよう進路指導の充実を図

るとともに、関係諸機関との連携を図りながら進め

るように努める。

(5)在 日韓国 。朝鮮人教育の推進には、教職員自ら

が韓国・朝鮮人問題に対する現状と課題を正しく認

識するよう、研修 (研究)の充実に努める。

(6)在 日韓国。朝鮮人教育の推進にあたつては、関

係機関並びに諸団体との連携はもちろん、広く市民

の理解と協力のもとで行うことが必要である。

そのために、地域社会において、あらゆる機会を

とらえて啓発活動を行なうように努める。
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小学校 2年生 朝鮮人児童
(サントツキのノレチュム けんはたのしいと思う。ほ
を学習した後)      かのじゃんけんよりたのし
ぼくはサントッキのおど  いとぼくは思う。    _
りがたのしい。とってもた  (ハギハッキョのキヤンプ
のしいです。ちょうせんの  ファイヤーの残り央に、願
キヤンプに行つたことがあ  いごとを書いた短冊をくベ
る。それもたのしかった。  る)
(ホランイじゃんけんをし  チヤンゴがうまくなりま
た時)          すように。

ぽくは、ホランイじゃん



<課題事項>

1.教育行政
① 在日韓国。朝鮮人が「本名」を名乗れるような学

校や社会の醸成に向け、体制の整備に努める。

② 小 。中学校における在日韓国・朝鮮人教育を推進

するにあたり、人権保障の世界的趨勢を理解するた

めの教職員研修や指導のための教材・教具等資料の

充実に努める。

③ 在日韓国・朝鮮人が「本名」を名乗れる社会状況

を醸成するため、地域住民に対して学習機会を設け、

啓発に努める。

2.学校教育
① 在日韓国。朝鮮人の「本名」。「通称名」について

は、「本名」尊重を基本認識とする。

② 在日韓国。朝鮮人教育を推進するためには、各学

校において、在日韓国。朝鮮人児童。生徒の生活実

態を把握し、教育目標の設定に当たって|よ、寝屋川

市在日外国人教育基本指針の趣旨を生かすように努

める。

③ 各学校においては、在日韓国・朝鮮人児童・生徒

が自らの自覚と誇りを高めるとともに、日本人児童
。生徒が相互の立場を理解し、真に国際理解を深め

小学校 5年生

運動会は、 5・ 6年生で

カンガンスーレをした。ぽ

くはお父さんにいいとこを

見せたいからち卒んとした。

ちょつと失敗したけど、

ぼくはそのまま続けた。も

う少しだからがんばろうと

思った。「ゆめのかけ橋」は、

ぼくは「波の役」だった。

練習はいたかったけど、当

日はいた<なかうた。
さいごに「カンガンスー

レ」と言ったら、かん客か

らはくしゅがきた。お父さ

日本人児童

んもはくしゅしてくれたか

な一と思った。ぼくの弟は

じっとぼくのことを見て<
れた。お父さんも、お母さ

んも、おばあちゃんもじつ

とぼ <の動きを見てくれ
た。

運動会が終わって帰った

ら、お父さんとお母さんが

やさしい声で、「よくがん

ばった、カンガンスーレは

すごくよかったで一」とぼ

くに言ってくれた。おばあ

ちゃんも言ってくれた。
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るよう指導計画を作成し、全教職員が一致協力して

実践していく推進体制を図るように努める。

④ 各学校での学習内容の取り扱いは、韓国・朝鮮と

日本の歴史的経緯並びに韓国・朝鮮の文化・生活が

正しく理解されるよう計画的・系統的に行なわれる

よう配慮する。

⑤ 各学校では、日本人児童 。生徒に対して、在日韓

国 。朝鮮人児童 。生徒が日本の学校に通うようにな

った歴史的経緯を正しく教えるとともに、在日韓国

・朝鮮人児童 。生徒には、自らの自覚と誇りを培い、

ともに生きる集団の育成に努める。

⑥ 在日韓国・朝鮮人児童・生徒自らの自覚と誇りを

高めるための学校での民族クラブの取組や民族が集

う場 :日 本人と朝鮮人との交流等の充実に努める。

また、その運営については広く在日韓国・朝鮮人保

護者の理解を深めるよう配慮しなければならない。

⑦ 在日韓国。朝鮮人児童・生徒の進路指導について

は、実態把握に努めるとともに児童 。生徒が自らの

中学校 1年生

僕は朝鮮人です。入学式

のとき、1年生でただ一人、

朝鮮学校出身だから、みん

なより緊張は大きいものだ

つた。例えばクラスのみん

なが友達になってくれるか、

「 K」という本名宣言をして

よかったのかどうか。外国

人である僕とみんなは仲良

くしてくれるのだろうか。

そのときの僕の気持ち

は、とても複雑なものだっ

た。でも 5組に少しでも友

達がいることを思うとほつ

とした。やがて緊張や不安

で―杯だった入学式も終

え、この一年間の幕を開け

ることになった。

そんな入学式の緊張もう

そのように、今ではじゃべ

ったりする相手は数多<い

朝鮮人生徒

る。友達も月日が経つにつ

れ増えた。クラプの友達、

遊んだりする友達、しゃべ

つたりするだけであんまり

遊んだことのない友達、様

々いる。もつとよい友達を

作つていきたいと思う。

去年度、姉が本名宣言を

したとき、僕は「なんで本

名宣言してん」と言ったこ

とがあった。でも答えては

くれ替かつた。でもその理

由は自分で気付いた。本名

宣言はとても難しいことだ

と思つた。本名宣言するこ

とによって、朝鮮人と言う

ことを自覚し、誇りに思う

ということだ。

これからも朝鮮人として

の誇りを持って生きていき

たいと思っている。



進路を自ら選択できるよう学力を身につけさせると

ともに、進路や就職の門戸が開かれるべ く関係機関

に働きかけるよう努める。

③ 在日韓国 。朝鮮人教育の推進には、教職員が人権

意識をもとに、韓国・朝鮮と日本の歴史的経緯を理

解し、国際理解に立った資質を身につけるよう研修

の充実に努める。

⑨ 学校において、在日韓国 。朝鮮人教育の具体的実

践ができるよう資料1又集・教材の作成等の推進に努

める。

3.社会教育
① 図書・資料の整備を行ない、市民啓発に資するよ

う努める。

② ハングル講座の育成に努める。

③ 在日外国人の日本での生活向上になるような学習

機会の提供に努める。

中学校 1年生
今まで二番努力したの

は、朝鮮のことで調べたこ

とです。クラス全員で、朝

鮮のことの新聞記事を集め

たり、図書館に行って調べ

たり、朝鮮で食べているも

の、着ているものなどはじ

からはしまで探って、調べ

ていきました。

歩いている人にアンケー

トを取ったり、朝鮮にゆか

りのある神社にいって、写

真を撮ってきた班もあしり、

日本人生徒   ‐

みんなすごく細かく調べて

いて、すごく分かりやすか

つたです。私よりみんなの

ほうがずっと努力している

ように思いました。……

もう一度私に、日本は朝

鮮に何をしたか /朝鮮の人

々の心の中をもう一度考え

直させるような気がしまし

た。朝鮮人だから、日本人

だからという前に、一人の

人間として考えていくべき

だと思います。

在日朝鮮人児童 。生徒が、民族の自覚と誇りを高め

るために、朝鮮人同志が出会い、学び合う場として、

1986年以来毎年ハギハッキョを開催しています。

■71寸ユとは朝鮮語で、■71(夏期)■ュ (学校)
という意味です。在日朝鮮人の子ども達が集まる夏の

学校です。在日朝鮮人保護者や、日本人教職員も参加

します。

せ」せ (先生)の指導による朝鮮語の挨拶や歌、ィヽ
ングルの学習、朝鮮の遊びなどを通して、民族の心に

触れ、仲間としてのきずなを強め、楽しい 2日 間を過

ごします。例年100名 を超える参加者があります。

1993年 8月 寝目 ‖八ギ八ッキョ


